
 

 

令和４年１１月２９日 

 

 

令和４年第４回 

恵那市議会定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開用 



 

 

恵那市民憲章 

 

わたくしたち恵那市民は 

一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう 

一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう 

一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう 

一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう 

一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう 
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議第９７号 

 

   恵那市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

 恵那市個人情報の保護に関する法律施行条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、恵那市個人情報保護条例を廃

止し、同法から委任され、及び許容された事項を規定するため、この条例を定め

る。 
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   恵那市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25 年法律第 27 号）第 30 条第１項又は第 31 条第１項の規定により一

部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（公営企業管理者としての

権限を行う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監

査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報

の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号。第５条第２項において

「令」という。）で使用する用語の例による。 

 （個人情報取扱事務の届出） 

第３条 実施機関は、個人情報取扱事務（継続的に又は反復して個人情報を取

り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集

合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条におい

て同じ。）を開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なけ

ればならない。この場合において、届け出た事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

 （１） 個人情報取扱事務の名称 

 （２） 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 

 （３） 個人情報取扱事務の目的又は概要 

 （４） 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数 

 （５） 取り扱う個人情報の項目 

 （６） 取り扱う個人情報の取得先 

 （７） 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提

供の有無 

 （８） 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無 

 （９） 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団
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体等行政文書 

 （10） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したと

きは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による個人情報取扱事務の開始又は届出事項の変更

に関する届出に係る事項及び前項の規定による個人情報取扱事務の廃止に関

する届出に係る事項を、個人情報取扱事務ごとに、かつ、全ての個人情報取

扱事務について、記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならな

い。 

 （開示請求の手続） 

第４条 開示請求書には、法第77条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定

める事項を記載するものとする。 

 （開示請求に係る手数料等） 

第５条 法第 89条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無

料とする。 

２ 法第 87条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁

的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法と

して複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製し

たもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。）により保有個

人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければ

ならない。この場合において、当該写しの交付を令第 28 条第４項の規定によ

り送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様と

する。 

３ 市長は、開示請求を受けた場合において、前項の規定により当該請求に係

る費用を負担する本人に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、

規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免

除することができる。 

 （訂正請求の手続） 

第６条 訂正請求書には、法第91条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定

める事項を記載するものとする。 

 （利用停止請求の手続） 

第７条 利用停止請求書には、法第99条第１項各号に掲げる事項のほか、規則
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で定める事項を記載するものとする。 

 （恵那市情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第８条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正

な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で

あると認めるときは、恵那市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和 年

恵那市条例第 号）で定める恵那市情報公開・個人情報保護審査会に諮問す

ることができる。 

 （１） この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

 （２） 法第 66条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする

場合 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 令和５年４月１日から施行する。 

 （恵那市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 恵那市個人情報保護条例（平成 16 年恵那市条例第 15 号）は、廃止す

る。 

 （恵那市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の恵那市個人情報保護条

例（以下「旧条例」という。）第３条第２項の規定によるその職務に関して

知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」とい

う。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

 （１） この条例の施行の際現に旧条例第２条第８号に規定する実施機関

（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前に

おいて旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事し

ていた者 

 （２） この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委

託を受けた業務に従事していた者 

２ この条例の施行の日前に旧条例第 14 条第１項から第３項まで、第 19 条第 

１項、第 19 条の２第１項又は第 20 条第１項若しくは第２項の規定による請

求がされた場合における旧条例第２条第４号に規定する保有個人情報（以下

「旧保有個人情報」という。）の開示（これに係る手数料を含む。）、訂正、
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削除及び中止については、なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実

施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報

を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために

特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は 100 万円

以下の罰金に処する。 

 （１） この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の

施行前において旧実施機関の職員であった者 

 （２） 第１項第２号に掲げる者 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前にお

いて旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若

しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年

以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

５ 前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用

する。 

６ 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 （恵那市情報公開条例の一部改正） 

第４条 恵那市情報公開条例（平成 16 年恵那市条例第 14 号。以下「情報公開

条例」という。）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「広報」を「広報、官報、白書、新聞、雑誌、書籍」に改め

る。 

 第７条第２号中「記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記録に記載

され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を加え、同号ウ中「第２条第２

項に規定する特定独立行政法人」を「第２条第４項に規定する行政執行法人」

に改め、「に規定する地方公務員」の次に「並びに地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員」を加え、同条第２号の次に次の１

号を加える。 
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 （２）の２ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第 60条

第３項に規定する行政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機

関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において

「行政機関等匿名加工情報」という。）又は行政機関等匿名加工情報の作

成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報から削除した同法第２条第

１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定する個人識別符号 

 第７条第５号中「という。）」の次に「若しくは地方独立行政法人」を、

「機関との間」の次に「若しくは国等の内部」を加え、同条第６号オ中「市、

国」の次に「、独立行政法人等」を加え、「独立行政法人等」を「地方独立行

政法人」に改め、同号オを同号カとし、同号エを同号オとし、同号ウを同号エ

とし、同号イを同号ウとし、同号ア中「又は試験」を「、試験又は租税の賦課

若しくは徴収」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加え

る。 

  ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

 （情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 前条の規定による改正後の情報公開条例第２条及び第７条の規定は、

前条の規定の施行の日以後に情報公開条例第５条の規定によりされた公開の

請求について適用し、同日前にされた公開の請求については、なお従前の例

による。 

 （恵那市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例の一部改正） 

第６条 恵那市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例（平成 28年恵那

市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第 13 条を削り、第 14 条を第 13 条とする。 
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議第９８号 

 

   恵那市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について 

 

 恵那市情報公開・個人情報保護審査会条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、恵那市情報公開条例に基づく

公文書の公開請求及び同法に基づく個人情報の開示請求の審査請求等を諮問する

組織として整備するため、この条例を定める。 
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   恵那市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、恵那市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並

びに調査審議の手続等について定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査

請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、恵那市

情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 諮問庁 恵那市情報公開条例（平成 16 年恵那市条例第 14 号。以下

「情報公開条例」という。）第17条第１項の規定により審査会に諮問をし

た実施機関及び個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以

下「個人情報保護法」という。）第 105 条第３項において準用する同条第

１項の規定により審査会に諮問をした実施機関（議会を除く。以下同じ。）

をいう。 

 （２） 行政文書 情報公開条例第７条又は第８条第１項に規定する公開決

定等（次条第１号において「公開決定等」という。）に係る行政文書（情

報公開条例第２条第２号に規定する公文書をいう。）をいう。 

 （３） 保有個人情報 個人情報保護法第 78 条第１項第４号、第 94 条第１

項又は第 102 条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決

定等（次条第２号において「開示決定等」という。）に係る保有個人情報

（個人情報保護法第60条第１項に規定する保有個人情報のうち同項に規定

する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。）をいう。 

 （所掌事務） 

第４条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

 （１） 情報公開条例第17条第１項の規定による諮問に応じ、公開決定等又

は公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項 

 （２） 個人情報保護法第 105 条第３項において準用する同条第１項の規定

による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第 76 条第２項、第 90

条第２項若しくは第98条第２項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項 

 （３） 恵那市議会個人情報保護条例（令和 年恵那市条例第 号）第46条

第１項の規定による諮問に応じ、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定

等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての
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審査請求に関する事項 

 （４） 恵那市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 年恵那市条例

第 号）第８条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保

等に関する事項 

 （組織） 

第５条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第６条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、

その職を退いた後も、同様とする。 

 （会長） 

第７条 審査会に、会長を１人置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

 （審査会の調査審議） 

第８条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。 

 （審査会の調査権限） 

第９条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮

問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この

場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個

人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

３ 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁

に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情

報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審

査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関

し、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 13 条

第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又は諮問庁（以下「審査請求

人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に

その知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 



 
 

- 14 - 

第 10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等

に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、そ

の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出） 

第 11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第 12条 審査会は、第９条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書

又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この条において同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記

録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人

等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害す

るおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限り

でない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲

覧（電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表

示したものの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

きでなければ、その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさ

せようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審

査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定するこ

とができる。 

 （審査請求に係る調査審議手続の非公開） 

第 13 条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。 

 （答申書の送付等） 

第 14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の

写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するも

のとする。 

 （個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議） 
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第 15条 審査会は、第４条第４号に掲げる所掌事項を遂行するため必要がある

と認めるときは、実施機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他

の必要な協力を求めることができる。 

２ 審査会は、第４条第４号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要がある

と認めるときは、実施機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼すること

ができる。 

 （委任） 

第 16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 令和５年４月１日から施行する。 

 （情報公開条例の一部改正） 

第２条 情報公開条例の一部を次のように改正する。 

 第 19 条から第 24 条までを削り、第 25 条を第 19 条とし、第 26 条を第 20 条

とし、第 27 条を第 21 条とし、第 27 条の２を第 22 条とし、第 28 条から第 30

条までを５条ずつ繰り上げる。 

 （情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の際（以下「施行日」という。）現に前条の規定によ

る改正前の情報公開条例（以下「旧条例」という。）第19条の規定により設

置された恵那市情報公開・個人情報保護審査会（以下「旧審査会」という。）

にされた諮問（この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないもの

に限る。）は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合

において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定め

るところにより審査会により行われたものとみなす。 

２ この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧

審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第５項の規定による職務上知り

得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお

従前の例による。 
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議第９９号 

 

   恵那市職員の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条    

例の制定について 

 

 恵那市職員の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を次のと

おり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法の一部改正による職員の定年延長制度の導入に伴い、関係条例中

の条文の整備を行うなど所要の改正をするため、条例１０本を一つの整備条例と

して、この条例を定める。 
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   恵那市職員の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （恵那市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 恵那市職員の定年等に関する条例（平成 16年恵那市条例第 21号）の一

部を次のように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

  第１章 総則（第１条） 

  第２章 定年制度（第２条―第５条） 

  第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第 11条） 

  第４章 定年前再任用短時間勤務制（第 12条・第 13条） 

  第５章 雑則（第 14条） 

  附則 

    第１章 総則 

  第１条中「昭和 25年法律第 261 号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「第 28 条の２第１項から第３項まで及び第 28 条の３」を「第 22 条の４第１

項及び第２項、第 22条の５第１項、第 28条の２、第 28条の５、第 28条の６

第１項から第３項まで並びに第 28条の７」に改め、同条の次に次の章名を付す

る。 

    第２章 定年制度 

  第３条中「60年」を「65年」に改め、同条ただし書を削る。 

  第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由があ

る」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その

職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き

続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（第９条第１

項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（第９条

第１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職

員であって、定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。

以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員については、第９条第

１項又は第２項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続

き勤務させることについて市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限



- 19 - 

は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算

して３年を超えることができない。 

  第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「より」の次に「生ずる欠

員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第

２号中「その職員」を「当該職員」に、「よる欠員を容易に補充することができ

ないとき」を「よる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支

障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」を「こ

と」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存

する」を「ある」に改め、「得て、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」

を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「（同

項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係

る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改

め、同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務

することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」

を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなく

なった」に、「その」を「当該」に、「て退職させることができる」を「るもの

とする」に改める。 

  本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

  （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

 第６条 法第 28 条の２第１項に規定する条例で定める職は、恵那市職員の給

与に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 37 号）第 10 条第１項に規定する

管理職手当の支給を受ける職員の職及び恵那市企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例（平成 16年恵那市条例第 236号）第４条第１項に規定する管

理職手当の支給を受ける職員の職（これらの職のうち医療業務に従事する医

師及び歯科医師が占める職を除く。）とする。 

  （管理監督職勤務上限年齢） 

 第７条 法第 28 条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢 60

年とする。 

  （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

 第８条 任命権者は、法第 28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下

この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第 13
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条、第 15条、第 23条の３、第 27条第１項及び第 56条に定めるもののほか、

次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

  （１） 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づ

き、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第 10条に

おいて「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標

準的な職に係る法第15条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力

（次条第３項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等を

しようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をす

ること。 

  （２） 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のう

ちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

  （３） 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管

理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監

督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職

への降任等をする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その

他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の

降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制

上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

  （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特

例） 

 第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員につ

いて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職

に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日

の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章に

おいて同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内

に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ

ることができる。 

  （１） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することがで 

きず公務の運営に著しい支障が生ずること。 
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  （２） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当

該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

  （３） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる

特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

 ２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により

延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前

項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職

日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に

延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を

超えることができない。 

 ３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を

除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類

似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することがで

きない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める

管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める

職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の

段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適

性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年

齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員

を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めると

きは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職

を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員

を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若

しくは転任することができる。 

 ４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定
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により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につ

いて前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長され

た当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しく

はこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された

期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定す

る事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長

することができる。 

  （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

 第 10 条 任命権者は、前条第１項から第４項までの規定により異動期間を延

長する場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合

には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

  （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

 第 11 条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、

当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、

他の職への降任等をするものとする。 

    第４章 定年前再任用短時間勤務制 

  （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

 第 12 条 任命権者は、年齢 60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される

職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職

する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢 60年以上

退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤

務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をい

う。以下この条及び次条において同じ。）に採用することができる。ただし、

年齢 60 年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定

年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合におけ

る定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、この限りでない。 

 第 13 条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、規則で定める組合の年齢

60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考
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により、短時間勤務の職に採用することができる。 

 ２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

    第５章 雑則 

  （委任） 

 第 14 条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の見出し及び３項を加える。 

  （定年に関する経過措置） 

 ２ 令和５年４月１日から令和 13年３月 31日までの間における第３条の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」

とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64年 

 ３ 令和５年４月１日から令和 13年３月 31日までの間において、恵那市職員

の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例（令和 年恵那市

条例第 号。次項において「令和４年改正条例」という。）第１条の規定によ

る改正前の恵那市職員の定年等に関する条例第３条ただし書に規定する職員

であって、第３条の規定を適用する職員については、前項の規定にかかわら

ず、当該職員の定年は、年齢 65年とする。 

  （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

 ４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和４年改正条例による改

正前の第３条ただし書に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。）が年

齢 60年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供

及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の
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提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職

員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては、

当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過

職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日

である場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が

年齢 60 年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容そ

の他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における

勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

 （恵那市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 恵那市職員の分限に関する条例（平成 16年恵那市条例第 23号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条中「とする」を「並びに法第 28条の２第１項に規定する降給（同項本

文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の

下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、

降格することをいう。）とする」に改める。 

  第６条各号列記以外の部分中「降任された」を「降任により現に属する職務

の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行すること

となった」に、「該当する場合において、」を「該当し、」に、「とき」を「場合」

に改める。 

   附則に次の２項を加える。 

 ３ 恵那市職員の給与に関する条例附則第 15 項の規定の適用を受ける職員に

対する第５条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とある

のは、「並びに恵那市職員の給与に関する条例（平成16年恵那市条例第37号）

附則第 15項の規定による降給とする」とする。 

 ４ 第８条の規定は、恵那市職員の給与に関する条例附則第 15 項の規定によ

る降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受

ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動

することとなった旨の通知を行うものとする。 

 （恵那市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 恵那市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成 16 年恵那市条例

第 24号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「期間」の次に「、その発令の日に受ける」を加え、同条に後段と
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して次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の 10 分の１に相当す

る額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （恵那市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 恵那市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 16 年恵那市条例第

27号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第 28条の４第１項若しくは第 28条の５第１項又は同法第

28条の６第１項若しくは第２項」を「第 22条の４第１項又は第 22条の５第１

項若しくは第２項」に、「同法第 28条の５第１項」を「法第 22条の４第１項」

に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条、第４条第２項、第 13条第１項第１号及び第 20条中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （恵那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 恵那市職員の育児休業等に関する条例（平成 16年恵那市条例第 28号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。 

  （３） 定年等条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占

める職員 

  第 10条に次の１号を加える。 

  （３） 定年等条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占

める職員 

  第 18条第２号中「第 28条の５第１項」を「第 22条の４第１項」に改める。 

 （恵那市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第６条 恵那市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成 16 年恵那

市条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  （４） 恵那市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規

定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 
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  第 10条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  （４） 恵那市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規

定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 

  附則に次の１項を加える。 

 ３ 恵那市職員の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例（令

和 年恵那市条例第 号）附則第２条第１項の規定による期限の延長をする

こととされている職員は、恵那市職員の定年等に関する条例第４条第２項の

規定により期限を延長することとされている職員とみなして、この条例の規

定を適用する。 

 （恵那市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第７条 恵那市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成 16 年恵

那市条例第 38号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」を「第

22条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同条第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

  第４条中「法第 28条の５第１項又は第 28条の６第２項に規定する短時間勤

務の職を占める職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （恵那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第８条 恵那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成 16 年恵那市

条例第 236 号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第 28条の５第１項」を「第 22条の４第１項」に改める。 

  第 22条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の６第１項若し

くは第２項」を「第 22条の４第１項若しくは第 22条の５第１項若しくは第２

項」に改める。 

 （恵那市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第９条 恵那市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年恵那市

条例第 47号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第 28条の５第１項」を「第 22条の４第１項」に改める。 
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 （恵那市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第 10 条 恵那市職員の再任用に関する条例（平成 16年恵那市条例第 22号）は、

廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第 11 条の

規定は、公布の日から施行する。 

（恵那市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過

措置） 

第２条 任命権者は、施行日（この条例の施行の日をいう。以下同じ。）前に第

１条の規定による改正前の恵那市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」

という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、

旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長さ

れた期限をいう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以

下この項において「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延

長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第

１条の規定による改正後の恵那市職員の定年等に関する条例第４条第１項各

号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌

日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただ

し、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年

退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和

11 年４月１日及び令和 13 年４月１日をいう。以下この項において同じ。）か

ら基準日の翌年の３月 31 日までの間、基準日における新条例定年（新条例第

３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年

（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規

定する定年）を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その

他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月 31 日までの間に新条

例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第 63 号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項

又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日

における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の
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前日における旧条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該規則で定

める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任するこ

とができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務に

ついて準用する。 

（恵那市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用

に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢 65 年に達する日以後における

最初の３月 31 日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年

度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする

常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。

以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更

等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置され

ていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条

第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時

勤務を要する職に採用することができる。 

 （１） 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

 （２） 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５

項又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

 （３） 25 年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあ

る者 

 （４） 25 年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、

旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和

25 年法律第 261 号）第 28 条の４第１項、第 28 条の５第１項又は第 28 条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用

（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第１項若し

くは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用すること

をいう。次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和 14 年３月 31 日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢
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到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時

勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定

め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 （１） 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

 （２） 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した

後退職した者 

 （３） 施行日以後に新条例第 12 条の規定により採用された者のうち、令和

３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）

第 22 条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

 （４） 施行日以後に新条例第 13 条第１項の規定により採用された者のう

ち、新地方公務員法第 22 条の５第３項において準用する新地方公務員法

第 22 条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

 （５） 25 年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの

間にある者 

 （６） 25 年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの

間に、暫定再任用をされたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない

範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定に

より採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年

度の末日以前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則

第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、

当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再

任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に

基づき良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫

定再任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（規則で定める組合を
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いう。次項及び附則第６条において同じ。）における前条第１項各号に掲げる

者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用

しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない

範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和 14 年３月 31 日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新

条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する

職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第 22 条の４第４項の規定にかかわらず、

附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第 12

条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢

（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短

時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年

（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変

更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の

前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時

勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたとき

における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において

同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ

く選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

２ 令和 14 年３月 31 日までの間、任命権者は、新地方公務員法第 22 条の４第

４項の規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時

間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているも

のとした場合における新条例定年をいう。次条第２項及び附則第 10 条におい



- 31 - 

て同じ。）に達している者（新条例第 12 条の規定により当該短時間勤務の職に

採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用

する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第 22 条の

５第３項において準用する新地方公務員法第 22条の４第４項の規定にかかわ

らず、組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和 14 年３月 31 日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

新地方公務員法第 22 条の５第３項において準用する新地方公務員法第 22 条

の４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第３条第２項各号に掲げ

る者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者

（新条例第 13条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することがで

きる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考

により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用する

ことができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用

する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

 （１） 施行日以後に新たに設置された職 

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する

職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に

規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 
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（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第 22 条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合に

おける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新

地方公務員法第 22 条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 （１） 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 （２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合におけ

る令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第 22 条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めている

ものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢と

する。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者

及び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職

のうち、当該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間に

おける各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）

の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定

年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。 

（１） 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

（２） 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の

職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当

該職に係る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定す

る職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

（恵那市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤

務職員に関する経過措置） 
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第 10 条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和 11

年４月１日及び令和 13 年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基

準日の翌年の３月 31 日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準

日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日にお

ける新条例定年相当年齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の

職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その

他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当

年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第 12 条に

規定する年齢 60 年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項

又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のう

ち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短

時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短

時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、新条例第 12 条又は第 13 条第

１項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短

時間勤務職に、新条例第 12 条又は同項の規定により採用された職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日にお

ける当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当

年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤

務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、

降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第 11 条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年

齢 60 年とする。 

 （恵那市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第 12 条 暫定再任用短時間勤務職員（附則第５条第１項若しくは第２項又は附

則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。第 14 条

において同じ。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第４条の規定

による改正後の恵那市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用す

る。 

 （恵那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第 13 条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110 号）第 10

条に規定する育児短時間勤務（同法第 17条の規定による短時間勤務を含む。）
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を行う職員に対する恵那市職員の給与に関する条例（平成 16 年恵那市条例第

37 号）附則第 15 項の規定の適用については、同項中「）とする」とあるのは、

「）に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められた当該職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」

とする。 

（恵那市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経

過措置） 

第 14 条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、第７条の規定による改正後の恵那市技能労務職員の給与の種類及び基準を

定める条例（次項において「改正後条例」という。）の規定を適用する。 

２ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）は、定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、改正後条例第２条各号の規定を適用する。 

（恵那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第 15 条 暫定再任用職員については、恵那市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例第５条、第６条、第８条及び第 17条の規定は、適用しない。 
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議第１００号 

 

   恵那市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法の一部改正に基づく職員の定年延長制度の導入及び人事院勧告に

基づく国家公務員の給与の改定に伴い、恵那市職員の給与を見直すなど所要の改

正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市職員の給与に関する条例（平成16年恵那市条例第37号）の一部を次の

ように改正する。 

 第６条を次のように改める。 

 （定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第６条 法第22条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任

用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、前条第１項の規定により当該定年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規

定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 第14条第１項第１号中「以下」の次に「この項から第３項までにおいて」を

加え、同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第

１号本文中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改め、「以下」の次

に「この項及び次項において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この

号及び第３号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第２

号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

項第３号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「交通機関等（以

下」を「交通機関等（第１号及び次項において」に、「。以下」を「。第１号

及び次項において」に改め、同項第１号中「算出したその者」を「算出した当

該職員」に改め、同号ただし書中「以下」の次に「この号において」を加え、

「その者」を「当該職員」に改める。 

 第18条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項中「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中

「（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場合

は」を「場合には」に改め、同条第５項中「場合は」を「場合には」に改める。 

 第24条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第25条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を

「当該職員」に改め、同条第２項第１号中「再任用職員」を「定年前再任用短
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時間勤務職員」に、「６月に支給する場合においては100分の95.0（特定管理

職員にあっては、100分の115）、12月に支給する場合においては100分の105

（特定管理職員にあっては、100分の125）」を「100分の100（特定管理職員に

あっては、100分の120）」に改め、同項第２号を次のように改める。 

 （２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用

短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の47.5（特定管理職員にあっ

ては、100分の57.5）を乗じて得た額の総額 

 第27条第２項中「第11条」を「第５条第３項及び第４項、第７条並びに第11

条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第29条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 附則に次の７項を加える。 

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳（次の各号に掲げる職員に

あっては、当該各号に定める年齢）に達した日後における最初の４月１日

（附則第17項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給

料表の給料月額のうち、第５条第１項の規定により当該職員の属する職務の

級並びに同条第３項及び第４項並びに第７条第２項及び第３項の規定により

当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、

50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数

を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。 

 （１） 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）による

改正前の法（次号及び次項第２号において「令和５年旧地方公務員法」と

いう。）第28条の２第３項に規定する条例で別に定める職員に相当する職

員のうち、規則で定める職員 63歳 

 （２） 令和５年旧地方公務員法第28条の２第３項に規定する条例で別に定

める職員に相当する職員（前号に規定する職員を除く。）のうち、規則で

定める職員 60歳を超え64歳を超えない範囲内で規則で定める年齢 

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 （１） 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び常勤を要しない職員 

 （２） 令和５年旧地方公務員法第28条の２第３項に掲げる条例で別に定め

る職員に相当する職員のうち規則で定める職員 
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 （３） 法第28条の５第１項又は第２項の規定により法第28条の２第１項に

規定する異動期間（法第28条の５第１項又は第２項の規定により延長され

た期間を含む。）を延長された法第28条の２第１項に規定する管理監督職

を占める職員 

 （４） 法第28条の６第３項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則

で定める職員 

 （５） 法第28条の７第１項又は第２項の規定により勤務している職員（法

第28条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されて

いた職員を除く。） 

17 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第19項において「異

動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のう

ち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この

項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受け

ていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこ

れを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」

という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除く。）には、

当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額

のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として

支給する。 

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額

との合計額が第５条第１項の規定により当該職員の属する職務の級における

最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、

同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは「第５条第１項の規定

により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員

の受ける給料月額」とする。 

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第15項の規定

の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。）であって、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるとこ

ろにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 
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20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項

の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給

される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職

員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準

じて算出した額を給料として支給する。 

21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給

料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

別表第１ア 行政職給料表（一）の表中「再任用職員以外」を「定年前再任 

            「 

用短時間勤務職員以外」に、 

再任 

用職 

員 

 187,700 215,200 255,200  

 

                     「 

  
定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準 

給料月

額 

 

274,600 289,700 315,100 356,800  を  

円

187,700 
 

 」 

 

基準 

給料月 

額 

基準 

給料月

額 

基準 

給料月

額 

基準 

給料月

額 

基準 

給料月

額 

基準 

給料月

額 

に改め、同表 

円

215,200 

円

255,200 

円

274,600 

円

289,700 

円

315,100 

円

356,800 

」       
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イ 行政職給料表（二）の表中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短 

             「 

時間勤務職員以外の職員」に、 

再任

用職

員 

 193,600 204,700 223,200  

 

            「 

 定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 
基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

 

244,000 274,700  を  

円

193,600 

円

204,700 

円

223,200 
           」 

 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

 に改める。 

円 

244,000 

円 

274,700 

          」 

別表第２ア 医療職給料表（一）の表中「再任用職員以外」を「定年前再任用 

             「 

短時間勤務職員以外」に、  

再任

用職

員 

 296,200 338,600 393,000 
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             「  

  
定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 
基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

466,000 565,900  を  

円

296,200 

円

338,600 

円

393,000  」 

 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

に改め、同表イ 医療職給料表（二）の表中「再任用 

円

466,000 

円

565,900 

           」 

「   

職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に、  

再任

用職

員 

 

「       

 定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

  188,700 215,300 243,500 256,900 282,100  を  

」  
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基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

に改め、同表ウ 医療 

円

188,700 

円

215,300 

円

243,500 

円

256,900 

円

282,100 

」          

給料表（三）の表中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員 

         「 

以外の職員」に、 
再任用

職員 
 235,100 255,400 262,600 272,800 

 

             「 

   
定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 
 

289,100 326,200  を  
円

235,100 

円

255,400 

円

262,600 
 

  」 

 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 
 に改める。 

円

272,800 

円 

289,100 

円 

326,200 

                」 

別表第３ア 行政職給料表（一）等級別基準職務表の表中「こども園副園長又

は高度な知識経験を必要とする業務を行う総括主査の職務又はこれらに相当する

職務」を「総括主査、こども園副園長の職務」に、「こども園長又はこれらに相

当する職務」を「こども園長の職務」に、「企画官、管理官、技術指導官、主幹

又はこれらに相当する職務」を「管理官、主幹の職務」に、「理事、部長、会計
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管理者、議会事務局長、消防長、教育委員会事務局長、副教育長、部次長、調整

監又はこれらに相当する職務」を「部長、部次長、技監の職務」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の恵那市職員の給与に関する条例（以下「新給

与条例」という。）附則第15項から第21項までの規定は、地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」という。）附則第

３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

第３条 改正法附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任

用職員」という。）（改正法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職

員（以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除く。

以下この項、次項及び第５項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任

用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される恵

那市職員の給与に関する条例第３条第２項に規定する給料表の定年前再任用

短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第１項の規

定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第14条の規定に基づき定めら

れた当該暫定再任用職員の勤務時間を恵那市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成16年恵那市条例第27号）第２条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員

が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される恵那市職

員の給与に関する条例第３条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第１項の規定によ

り当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、恵那市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成16年恵那市条例第27号）第２条第
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３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

新給与条例の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例

第24条第３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第25条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における

勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る

同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職

員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第63号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用

職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び

暫定再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第５条第３項及び第４項、第７条並びに第11条から第13条まで

の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 （その他の経過措置の規則への委任） 

第４条 前２条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、

規則で定める。 
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議第１０１号 

 

   恵那市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一 

部改正について 

 

 恵那市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法の一部改正に基づく定年延長制度の導入及び人事院勧告に基づく

国家公務員の給与の改定に伴い、恵那市一般職の任期付職員の給与を見直すなど

所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一    

部を改正する条例 

 

 恵那市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成 19 年恵

那市条例第 50 号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項中「（以下「専門任期付職員」という。）」を削り、同条第２項及

び第３項を次のように改める。 

２ 第３条の規定により任期を定めて採用された職員（以下「一般任期付職員」

という。）の給料月額は、当該職員が地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

第 22 条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）であるとした場合に適用される恵那市職員の

給与に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 37 号。以下「給与条例」という。）

第３条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる

基準給料月額のうち、給与条例第３条第３項の規定により当該職員の属する

職務の級に応じた額とする。 

３ 第４条の規定により任期を定めて採用された職員（以下「任期付短時間勤務

職員」という。）の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であ

るとした場合に適用される給与条例第３条第２項に規定する給料表の定年前

再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第３条第

３項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、当該職員につい

て定められた勤務時間を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

 第９条第１項中「恵那市職員の給与に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 37

号。以下「給与条例」という。）」を「給与条例」に改め、同条第２項中「100 分

の 167.5」を「100 分の 165」に改める。 

 第 10 条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第１０２号 

 

   恵那市介護老人保健施設条例の一部改正について 

 

 恵那市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市介護老人保健施設ひまわりの定員を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市介護老人保健施設条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市介護老人保健施設条例（平成 29 年恵那市条例第 27 号）の一部を次の

ように改正する。 

 第９条第１号中「95 人」を「99 人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１０３号 

 

   恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条

例の一部改正について 

 

 恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 貸付金の種類に恵那市介護人材育成修学資金を加えるため、この条例を定める。 
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   恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例 

 

 恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例（令和４年

恵那市条例第 34号）の一部を次のように改正する。 

 別表の改正規定を次のように改める。 
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 別表に次のように加える。 

恵那市教

員修学資

金 

（１） 修学資金の貸与を受けた者が死亡したとき。 全部又

は一部 （２） 修学資金の貸与を受けた者が精神又は身体の

障害により労働能力を喪失し、当該貸付金の返還が

不可能であると市長が認めたとき。 

（３） 修学資金の貸与を受けた者が教員免許を取得

後、岐阜県内の公立の小学校又は中学校において教

員（講師を除く。）の業務に従事した後、異動の拠点

となる勤務地を本市として登録し、市内の公立の小

学校又は中学校において同業務に一定期間以上従事

したとき。 

（４） 修学資金の貸与を受けた者が教員免許を取得

後、市内の公立の小学校又は中学校において講師の

業務に一定期間以上従事したとき。 

（５） その他特にやむを得ない事情があると市長が

認めたとき。 

恵那市介

護人材育

成修学資

金 

（１） 修学資金の貸与を受けた者が死亡したとき。 全部又

は一部 （２） 修学資金の貸与を受けた者が精神又は身体の

障害により労働能力を喪失し、当該貸付金の返還が

不可能であると市長が認めたとき。 

（３） 福祉系高校において修学資金の貸与を受けた

者が、介護福祉士の登録を行い、市内の介護施設等に

おいて介護サービス業務に一定期間以上従事したと

き。 

（４） 福祉系高校以外の高等学校において修学資金

の貸与を受けた者が、市内の介護施設等において介

護サービス業務に一定期間以上従事したとき。 

（５） その他特にやむを得ない事情があると市長が

認めたとき。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１０４号 

 

   恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改 

正について 

 

 恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定める。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市消防団員の定員及び年額報酬の額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を    

改正する条例 

 

 恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 16 年恵那市

条例第 205 号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「1,200 人」を「780 人」に改め、同項第２号中「220 人」

を「300 人」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第 12 条関係） 

 

  

階級 年額報酬の額 

 団長 82,500 円 

 副団長 69,000 円 

 分団長 50,500 円 

 副分団長 45,500 円 

 部長 38,000 円 

 班長 37,000 円 

 団員 36,500 円 
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   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第１０５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那市介護老人保健施設ひまわり 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           東京都千代田区平河町二丁目６番３号 

           公益社団法人 地域医療振興協会 

           理事長 吉新 通康 

 

３ 指定の期間    令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議第１０６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

次の施設の指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 施設の名称    恵那駅西駐車場（自転車駐車場を含む。） 

           武並駅前自転車駐車場 

 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

           愛知県名古屋市中川区八熊二丁目１番１１号 

           株式会社日本メカトロニクス 

           代表取締役 北村 博人 

 

３ 指定の期間    令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０７号 

 

   和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 公用車事故による損害賠償の額について、次のとおり決定し、和解することに

ついて、議会の議決を求める。 

 

１ 損害賠償の相手方  住所 恵那市※※※※※※※※ 

            氏名 ※※ ※※ 

 

２ 損害賠償の理由    令和４年７月１３日午後３時頃、恵那市串原地内に

おいて、運転操作誤りにより公用車が道路脇に落下し

たため、相手方の建物が破損し、損害を与えた。 

 

３ 過失割合      市：相手方＝１００：０ 

 

４ 損害賠償の額    １，０９６，７００円 

             上記金額の内訳 

              建物損害額   １，０９６，７００円 
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